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PET核種製造用サイクロトロン利用に伴う放射化物の管理について

関係法令等検討小委員会

はじめに
　平成 24年 4月 1日に放射性同位元素等による放射線
障害の防止に関する法律（放射線障害防止法）が改正さ
れ，放射化物が法規制の対象であることが明確にされ
た．これまでは，平成 10年 10月 30日付科学技術庁原
子力安全局放射線安全課長通知「放射線発生装置使用
施設における放射化物の取扱いについて」1）に基づき安
全管理が要請されていたが，改正放射線障害防止法で
は基本的に放射性同位元素によって汚染された物と同
様の規制を受けることとなった．また，これに伴って前
述の通知は廃止された．医療機関における主な対象装
置としては，放射線治療装置（医療用リニアックやマイ
クロトロン）と positron emission tomography（PET）核種
製造用サイクロトロン（PET用サイクロトロン），粒子線
治療装置が挙げられる．
　原子力安全技術センターは，文部科学省の科学技術
試験研究委託事業の中で PET用サイクロトロンに関す
る放射化の調査を行った．平成 23年度は「放射化物安
全規制に係る調査作業委員会」2），平成 24年度は「放射
線発生装置から発生した放射線によって汚染された物
の安全規制のための運用基準に関する調査」3）である．
平成 23年度の調査の中で，自己遮蔽型の PET用サイ
クロトロンの場合，自己遮蔽体の外側では放射線管理
の対象とすべき放射化がないことが測定や計算によっ
て示されており，この結果が平成 24年 3月付文部科学
省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室事
務連絡「放射性同位元素等による放射線障害防止に関
する法律の一部を改正する法律並びに関係政令，省令
及び告示の施行について」4）にも盛り込まれている．関

連学会等の協力のもと，平成 24年度の調査では，自己
遮蔽型および非自己遮蔽型の PET用サイクロトロンに
おいて，今後の廃止措置等に伴って発生する放射性廃
棄物管理のための知見の蓄積を目的として調査が行わ
れた．また，関連学会の有識者らによる内部委員会で
は，比較的高レベルに放射化した物品の管理方法や，
放射化物管理の在り方に関して検討が行われた．本報
告書では，事務連絡および平成 24年度の委託事業報
告書の内容を紹介しつつ，PET用サイクロトロンの使
用に伴って発生した放射化物の取扱いについてまとめ
る．このように PET用サイクロトロンの放射化物の安
全規制は，本学会を含む関係者が協力し合い構築して
いるところであり，今後，より広い範囲の利害関係者と
の関係強化と意見交換する機会を多く設けることが求
められる． 

1．管理対象となる放射化物
　事務連絡に放射化物の範囲の評価について，その考
え方が示されている．また，PET用サイクロトロンにお
ける放射化物の範囲を図に示す（Fig. 1）．ただし，非自
己遮蔽型 PET用サイクロトロンの建屋（コンクリート）は
放射性廃棄物として扱う必要があるか検討中である．
① 放射化物については，放射線発生装置から取り外し
た時点からその管理が必要となる．

② 放射線発生装置に組み込まれている場合，または放
射線発生装置を使用するための目的で用いている場
合は放射化物としての管理は不要である．

③ 放射線発生装置から取り外し，再度装置に組み込ん
だ場合も放射化物としての管理は不要である．
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④ 自己遮蔽体の内側（遮蔽体や床材を含む）は放射化物
としての管理が必要である．

⑤ 自己遮蔽体の外側の建屋および周辺設備等は放射化
物としての管理が不要である．

⑥ 上記以外の放射線発生装置および周辺設備等は原則
として放射化物として管理する必要がある．

　ただし，信頼できる実測データ，計算結果等によって
放射化物として取り扱う必要がないと確認できたものは
管理対象から外すことが可能である．しかしながら，放
射化物として取り扱うか否かの判断は，放射性汚染物
の確認制度の導入に伴って告示として規定された放射
能濃度およびその考え方を参考としなければならない．
　放射化物の日常的な管理において放射化物か否かの
判断は非常に難しい．しかしながら，放射化物か否か
の判断，放射化物の核種・数量の推定を簡便な方法で
行うことが可能であれば，放射化物の日常管理に非常
に大きな助けとなる．上蓑ら5）はサーベイメータを用い
て核種・数量の推定が可能か否かを検討しており，バッ
クグランドレベル計測の場所による変動なども考慮する
とその考え方を参考にできる．

2．PET 用サイクロトロンにおける放射化の特徴
　PET用サイクロトロンでは，加速粒子（陽子等）による

放射化と，ターゲットでの核反応で発生する中性子によ
る放射化を考慮する必要がある．加速粒子を取り出す
部分であるフォイルストリッパやデフレクタ，また，加
速粒子を衝突させるターゲットボックスなどにおいては
加速粒子による放射化が主となる．最も多く利用されて
いる加速粒子は陽子であり，加速エネルギーは 20 MeV

以下である．金属元素が照射された場合の核反応は
（p, n）反応などと考えられる．平成 24年度委託調査で
材料別の生成核種とその核反応の例（Table 1）が報告さ
れている．一方で，その他の装置部品や本体周辺部品
においては中性子による放射化が主となる．加速粒子
（陽子）による放射化の評価事例が平成 24年度委託事
業において報告されており，以下に紹介する．

2-1 ハーバフォイルの評価事例
　ハーバフォイルは陽子線をターゲット物質と区画す
るためのもので直接陽子線が照射される部品であり，
高レベルに放射化することが知られている．基本的な
組成は Co 40％，Cr 20％，Fe 19％，Ni 13％，Mn 2％，
W 3％，Mo 2％である．GE社製 PETtrace（加速エネル
ギー 16.5 MeV）におけるGe半導体検出器を用いたハー
バフォイルの生成核種の評価について文献報告が示さ
れている6）（Table 2）．

Fig. 1 PET用サイクロトロンにおける放射化物の範囲

Table 1 材料別の生成核種とその核反応の例

　　　　　　材料 核反応 生成核種 半減期 1cm線量当量率定数
   （日） （µSv・h-1・m-2・MBq-1）

鉄，ステンレス，アルミ合金 56Fe (p, n) 56Co 56Co 77.23 0.311

ハーバフォイル 58Ni (p, pn) 57Co 271.7 0.0206

 57Ni→57Co

 58Ni (n, p) 58Co 58Co 70.86 0.154

銅，真鍮 65Cu (p, n) 65Zn 65Zn 244.1 0.0849

チタン 48Ti (p, n) 48V 48V 15.97 0.432

銀 109Ag (p, n) 109Cd 109Cd 461.4 0.0297
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2-2 陽子線が直接照射される部品の放射化評価事例
　陽子線が直接照射される部品は比較的高レベルに放
射化しており，IBA社製 Cyclone 18/9において，どの
ような核種が生成しているか Ge半導体検出器による核
種分析を行った事例報告が示されている7）（Table 3）．ま
た，ハーバフォイルおよびチタン製ウィンドウの経時変
的な核種の変化や線量率も示されている．ハーバフォ
イルでは，照射停止後 1年間は58Coが支配的である
が，1年をこえると57Coが支配的となってくる（Fig. 2）．
チタン製ウィンドウでは，照射後は48Vが支配的であ
るが，約 4カ月をこえると46Scが支配的となっている
（Fig. 3）．また，48Vの減衰に伴って線量率も小さくなっ
ている（Fig. 4）．
　放射化物管理においては，経時変的な核種の変化が
起こるため評価するタイミングによって主たる核種が変
わることに留意する必要がある．

3．コンクリートの放射化
　非自己遮蔽型 PET用サイクロトロンでは装置本体以
外にも，使用室の床，壁，天井のコンクリートおよび装
置周辺に設置された物品が有意に高く放射化する可能

性があり，廃止措置に伴う放射性廃棄物量が増大する
可能性がある．放射化の範囲とその程度についてさら
なる評価が必要であったため，委託調査においては，
コンクリートの深さ方向の放射化分布について測定・検
討が行われた．また，自己遮蔽型 PET用サイクロトロ

Table 2 放射化したハーバフォイルの核種分析結果

 生成核種 半減期（日） 試料 1（kBq） 試料 3（kBq） 試料 4（kBq） 試料 5（kBq）
 54Mn 312.1 32 98.8 450.2 1342.1
 56Co 77.3 0.3 6.4 116.3 5858.4
 57Co 271.8 153 499.2 2326.2 8120.3
 58Co 70.88 0.5 8.5 184.9 12384.3
 183Re 70 – – 1.7 138.4

 使用時間（秒）  不明 169,080 215,280 287,640

（文献 6から引用）

Table 3 PET用サイクロトロン装置の高線量率部品の生成核種

  
半減期

 放射能（kBq） 

Stripper

 

 同位体 （日） Havar Foil Titanium Window
 

     Screw Fork

 22Na 950.09 <MDA* <MDA* <MDA* <MDA*

 46Sc 83.83 <MDA* 7.00E+02 <MDA* <MDA*

 48V 15.976 63 5.20E+04 <MDA* <MDA*

 51Cr 27.704 1.20E+05 <MDA* 1.1 <MDA*

 54Mn 312.2 2.40E+03 0.3 1.4 0.34
 56Co 77.7 2.50E+04 31 1.80E+02 4.6
 57Co 271.77 1.90E+05 0.5 4 0.0065
 58Co 70.916 2.10E+05 <MDA* 1.3 <MDA*

 65Zn 244.01 <MDA* 1 2 0.09

*MDA: Minimum detectable activity for the pertinent measurement geometry
（文献 7から引用）

Fig. 2 放射化したハーバフォイルの生成核種（文献 7から
引用）
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ンについても遮蔽体の設置されている床の放射化の評
価が行われた．冷却期間を運転停止後 1年間と想定し
たうえで評価が行われた．その結果，次のように報告さ
れている．
① ターゲット近傍のコンクリートは，全体として放射化
の程度が大きくなる傾向にあり，深さ 30 cm程度で
は，ほとんど放射化は確認できなくなる．

② 運転停止後 1年後には放射化のレベルが半減するこ
とから，運転停止後 1年間以上の冷却期間を設ける
ことは有効である．

③ 深さ方向の放射化のピークは約 5～10 cm付近であ
り，冷却期間を 1年と想定した場合，表面から 10～
15 cm程度より深い位置では放射能濃度がクリアラン
スレベルを下回る可能性がある．

④ トリチウム分析結果では，放射能濃度は他の核種に
比べて高いが，クリアランスレベルが 100 Bq/gと高
いので無視できるような値である．

　また，桝本らによってコンクリートコアの放射化分析
評価と同時に金箔と TLDを用いた中性子の空間分布評
価および計算による評価が行われた．中性子の空間分
布については次のように報告されている3）．
① ターゲットボックス内の熱中性子フルエンス率は

107 cm-2·s-1のレベル，ボックス外では 106 cm-2·s-1の
レベルであった．

② 垂直方向の分布では，ターゲットボックスの近傍は
高くなったが他において差は見られなかった．

③ TLDで求めた値と金箔の測定結果はほぼ一致した．
　計算による評価では，年間運転時間 300時間，運転
中の中性子フルエンス率 106 cm-2·s-1，コンクリートの組
成元素の割合は標準的であると仮定して，コンクリート
中に生成する主な放射性同位元素の濃度を 10年および
20年運転と 20年運転後 1年冷却した場合について計
算されている（Table 4）．その結果，10年後の値はほぼ
コンクリートコアの分析結果と同様の傾向を示した．今
回の評価では，20年間運転後さらに数年冷却した場合
に152Euが代表核種となるとされている．ただし，コンク
リートの組成が標準的なものと異なる場合は違う結果と
なるかもしれない．また，非自己遮蔽型の場合，廃止措
置の際に放射性廃棄物として扱うべきなのか明確な評
価はまだなされていない．限りある資源の有効活用と合
理的な廃棄物管理のあり方を十分に議論し，再利用や
再生などコンクリートの合理的な処分を行うことが求め
られる．

4．中性子による放射化（金属等）
　中性子による金属の放射化については，放射化物の
核種と数量の考え方は事務連絡の医療用リニアックの
例が参考となる可能性がある．また，平成 23年度の委
託調査では，桝本らによって PET用サイクロトロン室
内で生じる放射化について調査する目的で，9種類の金
属箔を 1カ月間サイクロトロン室内に設置し中性子に
よって生成する放射性核種の種類と生成量が測定され
た．その結果をもとに，10年後に観測される主要核種

Fig. 3 放射化したチタン製ウィンドウの生成核種（文献 7
から引用）

Fig. 4 ターゲットボックスにおける線量寄与度の高い構成
部品（文献 7から引用）
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Table 4 10年運転直後，20年運転直後および 20年運転 1年冷却の場合の生成放射能計算

生成 CL 半減期 濃度 標的核 / 標的核 中性子 10年運転 20年運転 20年運転後
核種 （Bq/g） （年） （ppm） 原子量 同位体比 捕獲断 直後 直後 1年冷却 D/C
      面積（b） （Bq/g） （Bq/g） （Bq/g）
60Co 0.1 5.27 5 59Co/ 1 37.18 0.048 0.060 0.042 0.417

    58.93
152Eu 0.1 13.54 1 151Eu/ 0.4781 5900 0.153 0.245 0.146 1.457

    150.91
134Cs 0.1 2.06 10 133Cs/ 1 29.6 0.044 0.046 0.032 0.317

    132.9
  46Sc 0.1 0.23 10 45Sc/ 1 27.2 0.125 0.125 0.006 0.061

    44.96
    3H 100 12.32 10 6Li/ 0.0759 940 0.912 1.431 0.862 0.009

    6.941

Table 5 金属試験箔による放射化測定分析結果

金属材料 核種 10年運転終了後 終了後
  3日の時点に換算 1年の時点に換算

鉄 59Fe 7.3 0.03

 60Co 1 1

 54Mn 2.8 1.4

真鍮 64Cu 0.35 0

 65Zn 1 1

アルミニウム ND – –

ジュラルミン 65Zn – –

SUS 304 51Cr 2.4 0.0003

 60Co 1 1

 58Co 0.04 0.001

 59Fe 0.05 0.0002

 54Mn 0.027 0.014

 187W 0.005 0

 99Mo 0.0008 0

SUS 316 51Cr 2.4 0.0003

 60Co 1 1

 58Co 0.05 0.002

 59Fe 0.05 0.0002

 54Mn 0.022 0.011

 187W 0.006 0

 99Mo 0.017 0

Co 60Co 1 1

W 187W 3.5 0

 60Co 1 1

ハーバフォイル 60Co 1 1

 51Cr 0.014 0

Tableは各評価時点における60Coの存在量で規格化した値である

と生成割合を予想し，10年間の照射終了後 3日，1年
後の状況について報告されている（Table 5）．表の換算
値は各評価時点における60Coの存在量で規格化した値
である．また，ハーバフォイルはターゲットに装着され
たものでなく加速粒子による放射化ではないためこの結

果と異なる． 

5．有害物質を含む放射化物
　放射性廃棄物の保管廃棄は日本アイソトープ協会（RI

協会）にしか委託できないが，RI協会では有害物質は
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その対象外となっている．
① ホウ素の同位体である10Bは大きな熱中性子吸収断面
積をもつため，PET用サイクロトロンにおいて発生し
た中性子を遮蔽するために遮蔽材として用いられる
ことがある．例えば，自己遮蔽体のコンクリートや
水，建屋のコンクリートに用いられている．しかしな
がら，ホウ素は化学物質排出把握管理促進法，水質
汚濁防止法，土壌汚染対策法など，さまざまな法律
において有害物質として法規制の対象となってい
る．ホウ素の化学系によっては，ホウ素を含有した
物品や構造体は，放射化することによって複合汚染
となる．

② 遮蔽のために鉛（鉛ブロックや鉛板など）を使用して
いる場合があるが，これらの鉛および鉛含有製品に
ついては事前に相談し集荷を行っている．可能な限
り汚染部分のみを分離する，非圧縮性不燃物の重量
は容器重量を含め 50 kgまでとする，などの集荷要
領が定められている．

6．放射化物保管設備について
　今回の法改正で，使用施設の設備として放射化物保
管設備が新たに規定された．放射化物保管設備は，放
射化した放射線発生装置構成機器または遮蔽体として
再び当該装置に組み込むものならびに再使用・再利用す
るものを保管する設備であり，①放射化物を保管しな
い場合，②放射化物を保管廃棄設備で保管廃棄する場
合，③放射化物を放射線発生装置と一体として使用す
る場合，これらの場合は設ける必要はない．施設基準
は，①外部と区画された構造，②扉，ふた等外部と通
ずる部分の施錠，③耐火性の構造で，貯蔵容器の基準
に適合する容器を備える，④大型の機器等で容器に入
れることが困難な場合は汚染の広がりを防止するため

の措置を講じる，とされている．また，放射化物保管設
備には標識を付する必要がある（Fig. 5）．放射化物保管
設備に付する標識は，①放射能標識の上部に「放射化
物保管設備」，下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文
字，②放射能標識の大きさは半径十 cm以上，③放射
化物保管設備の外部に通ずる部分またはその付近に付
ける必要がある．放射化物保管設備に備える容器の標
識については，①放射能標識の上部に「放射化物」の文
字，②放射能標識の大きさは半径 2.5 cm以上，③容器
の表面に付ける必要がある．
　設置場所は，使用施設内であれば基本的にどこに設
置しても問題はないが，自己遮蔽体の有無によって設
置場所を考慮する必要がある．自己遮蔽型 PET用サイ
クロトロンの場合は，サイクロトロン室内に設置するこ
とが可能である．しかしながら，非自己遮蔽型 PET用
サイクロトロンの場合では，サイクロトロン室内に放射
化物保管設備を設置するとそれ自体が放射化してしま
うため，可能であればサイクロトロン室外に設置するこ
とを推奨する．ただ，サイクロトロン室から離れた場所
で設置した場合には，放射化物を移動させる距離が長
くなり，それに伴って従事者の被ばく線量が増える．サ
イクロトロンでは線量率の高い放射化物を保管する可
能性もあるため，合理的な管理方法を十分に検討した
うえで設置場所を決定することを推奨する．非自己遮蔽
型の場合，サイクロトロン室の近くに電源関係設備のた
めの機械室が設置されていることが多いため，その機
械室に設置することも案の一つとして検討可能である
（Fig. 6）．ここで留意しなければならないことは，機械
室は使用施設として許可を受けていない場合があり，
この場合には放射線発生装置の様式第一中別紙様式ハ
の使用施設に機械室を追加する変更許可申請が必要で
ある． 

Fig. 5 放射化物保管設備および容器に付する
標識

Fig. 6 機械室に設備を設置した例
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7．保管廃棄設備
　放射化物を廃棄するためには，速やかに RI協会へ委
託廃棄を行う方法と，保管廃棄設備で保管廃棄を行っ
た後，RI協会に委託廃棄を行う方法がある．放射化物
の流れについて Fig. 7に示す．サイクロトロン保有施設
では，放射線障害防止法で許可を受けた非密封放射性
同位元素対象の保管廃棄設備を有しているため，後者
を選択する施設が多いと思われる．放射化物をこの設
備において保管廃棄するためには放射線発生装置に係
る様式で放射化物を保管廃棄する旨を追記し，変更許
可申請を行う必要があると思われる．高レベルの放射
化物は前述したように，保管廃棄した段階ではドラム缶
の表面における 1 cm線量当量率が RI協会の集荷の線
量基準を満たさない場合がある．この場合は基準を満
たすまで保管廃棄設備内で保管を行う必要がある．線
量が十分に下がった時点で集荷依頼を行い，集荷時の
核種と数量の再評価を行うようにする．また，これらの
部品を保管廃棄する場合には，適切な遮蔽を施し，線

量が法律で規定された値を超えないように管理しなけ
ればならない．Fig. 8に自己遮蔽型 PET用サイクロトロ
ン室内に設備を設置した事例を示す．室内は放射化が
無視できるため，非自己遮蔽型に比べ室内に設備を設
置することが容易である．

8．保管・保管廃棄容器
　PET用サイクロトロンでは中性子による放射化だけ
でなく，加速粒子による放射化物が発生する．特にター
ゲットフォイル等は，本体装置を構成する他の部品に比
べてより放射化している可能性がある．これらの高いレ
ベルに放射化した部品を保管および保管廃棄する場合
には保管容器や保管廃棄容器の遮蔽が必要になる場合
がある．これらの放射化物は小型の容器に入れ，容器
を鉛ブロックなどで遮蔽し管理する方法が委託調査報
告で提案されている．容器の事例を図に示す（Fig. 9上
段）．一辺が約 10 cmのステンレス製容器であり，小型
のため少ない鉛ブロックで遮蔽することが可能である．

Fig. 7 放射化物の流れ

Fig. 8 自己遮蔽型サイクロトロン室内に設備を設置した例



294

日本放射線技術学会雑誌

Fig. 9下段には容器の保管例を示す．

9．記帳・記録について
　放射化物を取り扱う際には基本的に放射性同位元素
によって汚染された物と同様に記帳の義務が発生す
る．これまでの放射化物管理との大きな違いは，放射
化物の核種・数量の記帳が必要となった点である．放射
化物の核種・数量を記帳する際には，部品等の組成を考
慮し，主要な核種・数量を記帳する（Fig. 10）．放射化物
の保管に関する記録において，核種は放射性同位元素
等の種類ではなく，放射化物の種類であることに留意

されたい．記帳様式の例として，原子力安全技術セン
ターから記帳・記録のガイド（2012）8）が発行されている
が，これを参考にする場合も，法令を確認しそれぞれ
の施設に合わせた記帳様式を備えることがよいと思わ
れる．この際に医療用リニアックに準じて放射化物の材
質から核種を推定し，容量の小さな物は点線源として
50 cm以上離れた点の線量率から 1 cm線量当量率定数
を用いて数量を算出し，また，20 cm3以上の大きな物
については，事務連絡に示された「医療用直線加速装置
の放射化物の記帳のための換算について」を用いて数量
の概算を行い，これらについて記帳することを提案して

Fig. 9 放射化物を入れる容器の例（上段）とその保管例（下段）

Fig. 10 放射化物の保管，保管廃棄の記録例
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いる．高レベルの放射化物は線量が十分に下がった時
点で集荷依頼を行い，集荷時の核種と数量の再評価を
行うようにする．

10．数量の推定について
　平成 24年度の委託調査報告書では，数量の推定方
法について提案がなされている．中性子による放射化
物の場合は事務連絡にある医療用リニアックの例を参
考にできる．また，加速粒子による放射化物や事務連
絡に記載されていない核種の数量評価については，部
品のサイズがそれほど大きくない（20 cm3以下）場合は
点線源と見なし，適切な距離（50 cm以上離れた点）に
おける 1 cm線量当量率を測定し，測定値と測定距離の
関係から 1 cm線量当量率定数を用いて当該核種の数
量を推定する方法が妥当と考えられる．
放射能量（MBq）=1 cm線量当量率（μSv·h-1）×測定距
離2（m2）/1 cm線量当量率定数 （μSv·m2·MBq-1·h-1）
　例えば，主要核種が57Coと推測され，50 cmの距離
における 1 cm線量当量率が 10 µSv/hである場合は，
10×0.52/0.0206=121 MBqとなる．
　加速粒子による放射化物は高い放射化を示す物があ
り，線量率が高すぎるために対象物に検出器を密着さ
せて測定することができない，また，放射線安全管理
の観点から従事者の被ばくに注意しなければならない
ため適切な距離において測定する．20 cm3以上の大き
さの物は，換算表から放射能の概量を求める．

11．	比較的高レベルに放射化した物品の管理に
ついて

　高レベルに放射化した部品の取扱いについて留意し
なければならないことがある．まず，一つ目は，部品の
種類やサイクロトロンの使用状況によっては“mSv/h”
オーダの線量率の場合があることである．そのため，保
管や保管廃棄など，取扱いに際しては従事者の被ばく
に十分注意しなければならない．各施設の実情に応じ
て合理的な管理方法を十分に検討してほしい．次に，
これらの部品を保管廃棄する場合には，線量が法律で
規定された値を超えないように管理しなければならない
ことである．常時立ち入る場所（1 mSv/週），管理区域
境界（1.3 mSv/3月）および事業所境界（250 µSv/3月）以
下とするため，また，放射線業務従事者の線量を線量
限度以下にする必要がある．そのため，鉛ブロックを使
用するなど，適切な遮蔽が必要であると思われる．保
管廃棄の際にドラム缶を容器として使用した場合，遮
蔽に鉛ブロックを使用すると非常に多くの個数が必要と
なる．したがって，小さな放射化物を管理する場合は，

Fig. 9に示した小型の耐火性構造の容器を使うことで鉛
などでの遮蔽を合理的に行うことができる．また，委託
廃棄の際にも注意が必要である．RI協会に委託廃棄す
る際には，ドラム缶の表面における 1 cm線量当量率が
500 µSv/h以下としなければならないため，必要に応じ
て放射能が減衰し線量率が基準以下となるまでは施設
内にて一定期間保管する必要がある．
　サイクロトロンに再度組み込む（再使用）可能性のある
高線量率部品を一時的に取り外す場合は，サイクロトロ
ン室内などの線量管理が適切に行える場所に置き，必
要に応じて遮蔽等を施して再使用まで管理する．再度
組み込むまでは取り外した日時，部品名称，従事した
者の氏名などを簡易記録しておくことが望ましい．可能
であれば核種，数量を記録しておくことが望ましいが，
精密な測定は従事者の被ばく線量を高める危険性があ
るため簡易測定，あるいは既に報告された文献データ
を参考に方法を工夫することが合理的である．線量が
十分減衰した後に放射線測定を行えばよい．放射化物
保管設備に保管する場合ならびに保管廃棄設備に保管
廃棄する場合も同様である．放射化した部品と従事者
等の線量管理を両立して合理的な管理を行うことが重
要である．再度組み込む可能性がなくなり，放射性廃
棄物とする場合は，その時点から保管廃棄設備に保管
廃棄し保管廃棄の記録を行う． 

12．変更許可申請および予防規程の改訂
　平成 24年の放射線障害防止法改正に伴って，「放射
性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施
行規則」の手続様式で放射線発生装置に係る様式が変
更となった（旧様式：様式第一中別紙様式ニ→新様式：
様式第一中別紙様式ハ）．主な変更点は，使用施設の項
目に放射化物保管設備に係る項目が追加されたことお
よび廃棄設備に係る項目が追加されたことである．これ
までの様式には放射線発生装置の運転に伴って発生す
る放射化物のことについて記載する項目がなかったが，
今回の改正で追加された．放射化物が発生する施設に
おいては，これらの項目を追加したうえで変更許可申請
を行うことを推奨する．医療法で許可を受けた保管廃
棄設備に放射化物を保管廃棄する場合，また，密封さ
れていない放射性同位元素に係る様式（様式第一中別紙
様式イ）で許可された保管廃棄設備に放射化物を保管
廃棄する場合は，放射線発生装置に係る様式による許
可を受ける必要があると考えられる．放射化物を保管
する場合は，放射化物保管設備については①構造およ
び材料，②外部との区画状況，③閉鎖のための設備ま
たは器具，④標識を付ける箇所，⑤放射化物保管容器
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についての項目を追加する必要がある．また，保管廃
棄する場合には，廃棄施設の位置，廃棄の方法，主要
構造部等，遮蔽壁その他の遮蔽物，廃棄設備，保管廃
棄設備（前述①～④および保管廃棄容器）出入口および
管理区域について追加する必要がある．
　予防規程の改訂に関しては，本学会の 2012年 8月の
学術交流委員会報告「法改正に伴う放射線障害予防規
程の改訂における留意点などについて～平成 24年 4月
1日施行の改正放射線障害防止法に関して～」9）が参考
となる．2013年 4月をもって文部科学省から原子力規
制委員会に業務移管しており，これまで文部科学大臣
に届け出る内容だったものは原子力規制委員会に届け
出ることになったため，予防規程の内容も同様に改訂す
る必要があることに留意していただきたい．
　なお，事業所（医療機関）の保有する放射性同位元素・
放射線発生装置あるいは放射線管理の考え方等に具体
的な管理手法を記した予防規程は自ずと医療機関ごと
に異なる．したがって，今回の改正の内容をよく理解し
て各医療機関の状況に合った予防規程に改訂すること
が必要である．

13．Q&A
Q.1　事業所内で保管廃棄した放射化物を再使用するこ
とは可能か？
A.1　保管廃棄した（ドラム缶等に入れた）放射化物は二
度と使用できない．ドラム缶に一度入れたものを取り出
すことはできない．再使用したい場合には，放射化物
保管設備を設けて保管する必要がある．
Q.2　貯蔵室内の貯蔵箱を放射化物保管設備としてもよ
いか？
A.2　放射化物保管設備は使用施設であり，貯蔵施設
の中に使用施設を設けることは基本的にはできないと考
えられる．
Q.3　建屋シールドのサイクロトロンをもつ医療機関だ
が，使用室内のものはすべて放射化しているとみなす
必要があるか？
A.3　原則全てのものが放射化しているとみなされる．
ただし信頼できる実測データ，計算結果等によって放
射化物として取り扱う必要がないと確認でき事務連絡
などで明示されたものは管理対象から外すことが可能
である．しかしながら，放射化物として取り扱うかどう
かの判断は，クリアランス制度の導入に伴って告示とし
て規定された放射能濃度およびその考え方を参考とし
なければならない．
Q.4　放射線発生装置のターゲットなどの放射化物は，
装置から取り外した後，非密封線源としての扱いは必

要ないか？
A.4　放射化物は，密封線源と同様の扱いをする．ただ
し，表面汚染が発生している場合には，非密封放射性
同位元素と同様の管理を行う．
Q.5　放射化物を保管または保管廃棄する際に，必ず保
管設備または保管廃棄設備を設置しなければならないの
か？RI検査室の保管廃棄設備（室）を使用してよいか？
A.5　それぞれの放射線発生装置ごとに，保管廃棄設
備の変更許可申請を行うことで，障防法で許可された
非密封 RIの保管廃棄設備を使用してよい．ただし，速
やかに廃棄する場合は保管廃棄設備を設けなくてもよ
い．保管する場合は放射化物保管設備を設ける必要が
ある．
Q.6　放射線障害予防規程の改訂はどのような場合に必
要で，どういったことを変更する必要があるか？
A.6　各施設において放射化物の取扱いを運用すること
のできる規程にする必要がある．放射性同位元素等（放
射化物を含む）の受入れ，払出し，保管，運搬，または
廃棄に関することについて定めることになっている（法
律施行規則第 21条参照）．
Q.7　放射化物が発生する場合は必ず変更許可申請が
必要か？
A.7　速やかに許可廃棄業者等に引き渡す場合には，保
管廃棄設備は設けなくてもよい．障防法で許可された
非密封 RIの保管廃棄設備に放射化物を保管廃棄する
場合は変更許可申請が必要である．

14．まとめ
　PET用サイクロトロンにおける放射化物の管理につ
いて事例を含め紹介した．ただし，この報告は平成 25

年 12月時点での小委員会の見解であり，今後新たな
データや考え方が出されれば変わる可能性もあることを
予め承知願いたい．また，施設によって状況や管理方
法が異なるため，それぞれの施設における主任者が医
療機関の管理者と十分に協議したうえで責任をもって
管理することが望まれる．
　なお，立ち入り検査において法令違反と判断された
場合には原子力規制委員会に報告がなされ，その結果
がホームページ等において公表される．また，本稿では
具体的に示さなかったが，放射化物保管設備と保管廃
棄設備の違いについては放射線治療装置の学会標準10）

を参照いただきたい．
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